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【公表日】平成20年5月8日(2008.5.8)
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【誤訳訂正書】
【提出日】平成22年9月6日(2010.9.6)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者（１）の身体の少なくとも部分を冷却するためのカバー（２）であって、身体また
は身体部分上に載置するための、冷却液（８）を含む冷却部材（３）を有し、前記冷却部
材（３）が使用前に氷点より下に冷却される、前記カバーにおいて、
　冷却部材（３）の内部に、冷却液（８）を吸収させるために、冷却液（８）に比較して
熱伝導の良い材料（７）が設けられていることを特徴とする、患者の身体の少なくとも部
分を冷却するためのカバー。
【請求項２】
　熱伝導の良い材料（７）が、良好な熱伝導率を有する金属または金属合金からなる金属
ウールによって形成されていることを特徴とする請求項１に記載の冷却カバー。
【請求項３】
　熱伝導の良い材料（７）が、良好な熱伝導率を有する金属または金属合金からなる金属
泡によって形成されていることを特徴とする請求項１に記載の冷却カバー。
【請求項４】
　金属泡が、開放孔で形成されていることを特徴とする請求項３に記載の冷却カバー。
【請求項５】
　熱伝導の良い材料が、グラファイトによって形成されていることを特徴とする請求項１
に記載の冷却カバー。
【請求項６】
　冷却液（８）が、水によって形成されていることを特徴とする請求項１から５のいずれ
か１項に記載の冷却カバー。
【請求項７】
　複数の冷却部材（３）が、フレキシブルな基盤（４）上に配置されていることを特徴と
する請求項１から６のいずれか１項に記載の冷却カバー。
【請求項８】
　基盤（４）が、シリコンから形成されていることを特徴とする請求項７に記載の冷却カ
バー。
【請求項９】
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　基盤（４）が、ラテックスから形成されていることを特徴とする請求項７に記載の冷却
カバー。
【請求項１０】
　冷却部材（３）または基盤（４）と身体または身体部分との間に配置するための熱絶縁
する層（１１）が設けられていることを特徴とする請求項１から９のいずれか１項に記載
の冷却カバー。
【請求項１１】
　基盤（４）が、補強層を有していることを特徴とする請求項９または１０に記載の冷却
カバー。
【請求項１２】
　少なくとも１つの冷却部材（３）が、直方体形状に形成されていることを特徴とする請
求項１から１１のいずれか１項に記載の冷却カバー。
【請求項１３】
　少なくとも１つの冷却部材（３）の、身体とは逆の側に、熱絶縁部（９）が配置されて
いることを特徴とする請求項１から１２のいずれか１項に記載の冷却カバー。
【請求項１４】
　少なくとも１つの冷却部材（３）の、身体とは逆の側に、反射層（１０）が配置されて
いることを特徴とする請求項１から１３のいずれか１項に記載の冷却カバー。
【請求項１５】
　冷却部材（３）が、ラテックスによって形成されていることを特徴とする請求項１から
１４のいずれか１項に記載の冷却カバー。
【請求項１６】
　冷却部材（３）が、シリコンから形成されていることを特徴とする請求項１から１４の
いずれか１項に記載の冷却カバー。
【請求項１７】
　少なくとも１つの冷却部材（３）の、身体へ向いた側に、高い熱伝導率を有する材料か
らなる接触プレート（６）が配置されていることを特徴とする請求項１から１６のいずれ
か１項に記載の冷却カバー。
【請求項１８】
　少なくとも冷却部材（３）の下方において、基盤（４）が残りの領域よりも少ない厚み
で形成されていることを特徴とする請求項７から１６のいずれか１項に記載の冷却カバー
。
【請求項１９】
　少なくとも１つの冷却部材（３）または基盤（４）に、他の冷却部材（３）または基盤
（４）を結合するための部材（１３）が設けられていることを特徴とする請求項１から１
８のいずれか１項に記載の冷却カバー。
【請求項２０】
　結合部材（１３）が、ファスナーによって形成されていることを特徴とする請求項１９
に記載の冷却カバー。
【請求項２１】
　少なくとも１つの冷却部材（３）または基盤（４）に、患者を固定するための部材が設
けられていることを特徴とする請求項１から２０のいずれか１項に記載の冷却カバー。
【請求項２２】
　前記固定部材が、クィック留め具を有するベルトによって形成されていることを特徴と
する請求項２１に記載の冷却カバー。
【請求項２３】
　患者（１）へ向いた側に、接着層が配置されていることを特徴とする請求項１から２２
のいずれか１項に記載の冷却カバー。
【請求項２４】
　冷却部材（３）の間に、切込み（２２）、ミシン目などが設けられていることを特徴と
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する請求項１から２３のいずれか１項に記載の冷却カバー。
【請求項２５】
　患者（１）の温度を測定するためのセンサ（１２）が設けられていることを特徴とする
請求項１から２４のいずれか１項に記載の冷却カバー。
【請求項２６】
　心臓マッサージのための電気的装置が配置されていることを特徴とする請求項１から２
５のいずれか１項に記載の冷却カバー。
【請求項２７】
　冷却部材（３）が、覆いの形状で配置されていることを特徴とする請求項１から２６の
いずれか１項に記載の冷却カバー。
【請求項２８】
　冷却部材（３）が、寝袋の形状で配置されていることを特徴とする請求項１から２６の
いずれか１項に記載の冷却カバー。
【請求項２９】
　冷却部材（３）が、フードの形状で配置されていることを特徴とする請求項１から２６
のいずれか１項に記載の冷却カバー。
【請求項３０】
　冷却部材（３）が、腕または脚を収容するためのチューブの形状で配置されていること
を特徴とする請求項１から２６のいずれか１項に記載の冷却カバー。
【請求項３１】
　冷却部材（３）が、ミトンの形状で配置されていることを特徴とする請求項１から２６
のいずれか１項に記載の冷却カバー。
【請求項３２】
　冷却部材（３）が、ストッキングの形状で配置されていることを特徴とする請求項１か
ら２６のいずれか１項に記載の冷却カバー。
【請求項３３】
　コードが配置されていることを特徴とする請求項１から３２のいずれか１項に記載の冷
却カバー。
【請求項３４】
　請求項１から３３のいずれか１項に記載の少なくとも１つの冷却カバー（２）と冷却器
具（１４）を有する、患者（１）の身体の少なくとも部分を冷却するための装置において
、
　冷却器具（１４）が、冷却カバー（２）を０℃より下の温度に冷却するように形成され
ていることを特徴とする冷却する装置。
【請求項３５】
　冷却器具（１４）が電気的に駆動される冷却アグリゲート（１４）によって形成されて
いることを特徴とする請求項３４に記載の冷却装置。
【請求項３６】
　冷却器具（１４）が、ペルティエ部材によって形成されていることを特徴とする請求項
３５に記載の冷却装置。
【請求項３７】
　冷却器具（１４）が、冷却カバー（２）を収容するための熱絶縁部（１７）を有するパ
ッシブな容器（１６）によって形成されていることを特徴とする請求項３６に記載の冷却
装置。
【請求項３８】
　容器（１６）の熱絶縁部（１７）が、排気されたケイ酸からなることを特徴とする請求
項３７に記載の冷却装置。
【請求項３９】
　冷却器具（１４）が、患者寝椅子内に統合されていることを特徴とする請求項３４から
３８のいずれか１項に記載の冷却装置。
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【請求項４０】
　温度を測定するための少なくとも１つのセンサ（１８）が設けられていることを特徴と
する請求項３４から３９のいずれか１項に記載の冷却装置。
【請求項４１】
　少なくとも１つの温度センサ（１８）が、評価ユニット（１９）および場合によっては
音響的および／または視覚的な出力ユニット（２０）と接続されていることを特徴とする
請求項４０に記載の冷却装置。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１７】
　第１の本発明に基づく課題は、冷却部材の内部に、冷却液を吸収させるための、冷却液
に比較して熱伝導性のよい材料が含まれていることによって、解決される。この特徴によ
って、冷却液、たとえば水の、通常劣った熱伝導率が克服され、かつ良好な伝導率によっ
て、患者の皮膚上に冷却カバーを取り付けた後に冷却液の融解温度が極めて迅速に達成さ
れる。従って氷の大きい融解熱を冷却目的のために使用することができる。然るべき冷却
液の選択を前提として、このようにして皮膚の凍傷が回避される。冷却カバーによってそ
れに応じた熱容量が形成される限りにおいて、冷却カバーの載置のみによって身体の特に
迅速な冷却が得られる。本発明に基づいて、比較的良好な熱伝導率を有する材料内に含ま
れている冷却液、特に水の使用を組み合わせることによって、所望の迅速な冷却率を得る
ことができる。そのために必要なのは、患者の身体ないし身体部分の冷却を得るために、
冷却カバーの熱容量がそれに応じて大きいことである。その場合に氷の融解熱、すなわち
液状になるために氷が吸収する熱が、身体の冷却のために利用される。良好な熱伝導率を
有する材料によって、絶縁する水の層が形成されて、それが患者の身体または身体部分の
それ以上の冷却を阻止することが、防止される。他の既知のシステムに対する利点は、冷
却カバーの適用が特に簡単であって、従って訓練されていない人によっても行うことがで
き、かつ調査または治療（たとえば心臓マッサージのような）を実施するために、カバー
を短時間取り除くこともできることである。そして、本発明に基づく冷却カバーの誤指示
は、どちらかと言えばあり得ない。というのは、冷却カバーは本発明に基づく、良好な熱
伝導率と高い熱容量の組合わせによって、皮膚に損傷をもたらさず、かつ内部の器官には
余り容易には作用しないからである。冷却カバーは、それぞれ適用領域に応じて、異なる
大きさと異なる厚みで形成することができる。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２１】
　さらに、熱伝導の良い材料としてグラファイトを添加することが可能である。グラファ
イトは、上述した材料に比較して、より高い熱伝導率を有し、さらにもっと軽い。さらに
、この材料は、より安価で、生物学的に危険がない。その場合に、いわゆる膨張グラファ
イト＊の形式のグラファイトも使用することができる。グラファイトは、極めて大きい液
体の吸収能力を有している。たとえば、グラファイトによって充填された体積の９０％ま
で水を充填することができる。それによってこの材料は、特別な程度において、本発明に
基づく使用に適している。
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